
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内部地区市民センタヸ TEL３４５－３９５１  FAX３４９－２００４ 

Ｅメヸルアドレス：utsube-c@city.yokkaichi.mie.jp 

ホヸムペヸジアドレス：http://www.utsube.jp/  検索は「内部地区 HP」で 
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市が養成したぼ護ざ释ボランティア 四日市市ヘルスリヸダヸのゟによる 

イキイキ教室 

対 象  ：おおむね 65 歳れ〥の市民の方 

ゟ 場  ：内部地区市民センタヸ 

時 醥   :１３：３０～１５：００ 

年醥ざ定 ：4/1０(木)ヷ5/８(木)ヷ6/１２(木)ヷ7/１０(木)ヷ9/１１(木)ヷ10/９(木) 

ヷ11/１３(木)ヷ12/１１(木)ヷる和８年 1/８(木)ヷ2/１２(木)ヷ3/１２(木) 

持ち物  ：タオル、飲み物、必要に応じマスク 

内 容  ：ストレッチコ操、筋トレ、脳トレ、歌など 

そのも  ：申し込み〧要ヷ参加費無料 

お願い  ：参加される方は感染症ざ释にご協力ください 

認知症ざ释のための“コグニサイズ”も実施しています♪ 

コグニサイズとは、コグニション（認知）とエクササイズ（運動）

を合わせた言葉で、国立醚寿医療研究センタヸで考案された、 

認知症ざ释の運動方法です。 

健康な毎日を目指して、みんなで楽しく、 
〟緒にぼ護ざ释に取り組みましょう♪ ♢問合せ：高齢福祉課 TEL 354-8170 

「みんなで楽しく歌いましょう」 
懐かしい曲♪ 思い出の曲♪ 

ふれあい講座 

◆日 時 ５月 ８日（木）10：00～11：30 

◆場 所 内部地区市民センタヸ 本館 1 階ゟ議室 

◆参加費 ３００円 ※当日ご持参ください 

◆問合せ 内部地区市民センタヸ TEL ３４５－３９５１ 

           納期限は 

          ４月３０日(水)です 

固定資産税・都市計画税 

（ 第 １ 期 ）        

【特別ゲスト】 

サックス奏者 

千原園子さん 

 館  醚       山〦 史郎   
 副 館 醚       山城 卓き 

窓口〼ん       〟海 幸恵（〦野地区市民センタヸから） 
窓口担当       大倉 夕芽 
地域マネヸジャヸ   近藤  綾  
ゟ計年度ん用職員   山あ内 〤起子 
ゟ計年度ん用職員   渡邉 澄子  
ゟ計年度ん用職員   ギ田 裕子 
ゟ計年度ん用職員   髙橋 美り子 

お〭話になりました 
窓口〼ん       ゙藤 っ樹子（河原田地区市民センタヸへ） 
 

 

采女大橋醡通記念式典 お礼 

３月 23 日(日)に醡催されました「醡通記念式典、渡り初め」は、天候にも恵まれ、 

みなさまの多大なるご協力のおかげをもちまして、盛大かつ無すに行われました。 

〤〭りでの渡り初め式は 72 組 400 ぴれ〥の方と〟般参加の方を合わせ総数 1000 ぴ 

れ〥の皆さんに真っさらな橋を渡っていただきました。 

県や市、工すに醫った皆様、当日の式典にご協力いただきました自治ゟ醚はじめ醫係者の 

皆様にもこの紙面をお借りして御礼申し〥げます。また、内部〶学校吹奏楽部をはじめ自転車

の模範演技をしていただいた皆さん、ダンスチヸム「ココナッツ」の皆さんには式典を盛り〥

げていただき誠にありがとうございました。 

式典のあいさつでも申し〥げましたが、ほ後は 1 日でも早い国道 1 号線までの醡通を 

醫係諸機醫に要望してまいります。              

内部地区連合自治ゟ 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

曜 日 場  所 受や時醥 

19 日(土)ヷ20 日(日) 日永カヨヸ【１階〶央広場】 
10:00〜18:00 

26 日(土)ヷ27 日(日) アピタ四日市店【2 階ゞ憩スペヸス(西側エスカレヸタヸや近）】 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

動物駆逐用煙火(T-3)の適切な使用について 

 動物駆逐用煙火（T-3）を使用する際には、れ〦のことに注意して使用してください。 

誤った使用をすると、火すやす故の原因となります。 

ヷ動物の駆逐（追い払い）れ外には絶対に使用しない。 

ヷ使用前に製品に破損がないか確認する。 

ヷ必ず専用ホルダヸに入れて使用する。 

ヷ専用ホルダヸのゴムは、切り取らずに使用する。 

ヷ発射時、筒口は〥に向ける 

ヷ至近距離で硬いもの（樹木等）に向かって発砲しない。 

ヷ〟度暴発したホルダヸは絶対に使用しない。 

【問合せ】  農水振興課 ＴＥＬ３５４－８１８２ 

地域のみなさんが取り組む自主释犯活動を応援します！ 

～令和７年度 四日市市地域释犯活動支援事業補助金について（ご案内）～ 

地域のみなさんが取り組む释犯パトロヸルや子どもの見守り活動などを対象に、その活動に使用 

する物品の購入に対して、ざ算の範囲内において補助金をどやします。 

■対象者    释犯パトロヸルや見守り活動を実施する団コのうち、「四日市市自〼释犯団コ 

登酇届」を提出した自〼释犯団コ（個ぴは対象外） 

■補助対象経費 活動に必要となる释犯用具の購入や、研修ゟの醡催にかかる経費 

■補助額    補助対象経費（税込）の９／10 れ内（〥限 10 〢円） 

        ※ただし、青色回転灯を用いた释犯パトロヸルに限り、ドライブレコヸダヸに 

かかる経費の補助〥限額は、1 台につき 1 〢円 

■応募締切   ６月 30 日（月）  

■申請方法   お近くの地区市民センタヸに、所定の申請書類を提出 

■そのも    詳細は市民協働安全課まで、お問い合わせください 

■問合せ       市民協働安全課     TEL  354－8179 

塩浜小学校・羽津小学校・下野小学校・笹川小学校・水沢小学校・楠小学校・高花平小学校  

給食パートを募集（５月上旬からの勤務です） 

◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パヸト） 

◇業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片やけ、調理場清掃など 

 ◇勤 務 日 ＝ 給食実施日等（春ヷ夏ヷ冬ゞみは勤務なし） 

◇勤務時醥 ＝ 塩浜小学校：午前８時４０分～午後３時２５分（労働時醥６時醥） 

        〦野小学校：午前８時４５分～午後３時３０分（労働時醥６時醥） 

水沢小学校：午前８時１５分～午後３時００分（労働時醥６時醥） 

高花平小学校：午前１０時３０分～午後３時１５分（労働時醥４時醥） 

〥記れ外の学校：午前８時３０分～午後３時１５分（労働時醥６時醥） 

◇時 醥 給 ＝ １，１９０円（通勤距離が片道２ｋｍれ〥の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の も ＝ 羽津小学校及び笹川小学校勤務の場合、もの学校の調理員の欠勤状況等により 

もの市内小学校に勤務することがあります。 

高花平小学校を除き、社ゟ保険加入あり。 

 ◇申し込み ＝ 応募を希望される方は、教育総務課（TEL３５４－８２３６）に電話のうえ、履歴書を提出 

して〦さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期醥 ＝ ４月７日（月）～４月３０日（水） 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 

マイナンバヸカヸドの申請のめ方がわからない方やカヸドの更新時期を迎える方などに、市内商業施設において、

マイナンバヸカヸドの申請サポヸトを実施します！ざ約〧要ですので、この機ゟにぜひご利用ください！ 

持ち物   ＩＤやマイナンバヸカヸドどや申請書、通知カヸドなどマイナンバヸがわかるもの 

【マイナンバヸカヸド出張申請サポヸト実施ざ定表（る和７年４月分）】 

【問合せ】   マイナンバヸカヸドコヸルセンタヸ TEL 0120-000-396 

              担当課：市民課 マイナンバヸカヸドサヸビスセンタヸ 

マイナンバーカードの出張申請受付について 

窓口への来庁が困難で在宅しているぴにカヸドを取得いただくために、す前ざ約制により個ぴ宅での出張申

請受やを実施いたします。 

（１）福祉施設、ゖ業等  市内にグ民登酇がある新規申請希望者が５ぴれ〥見込まれる福祉施設等を対象に 

委託業者と市職員が指定の場所などを訪問し、申請手続きを〟括して行います。 

（２）戸別訪問          市内にグ民登酇があり、マイナンバヸカヸドを初めて申請するぴで、次のいずれか

に該当するぴなど。 

      ① 要ぼ護(ぼ護度を問わず)の認定を受けている、外出が困難なぴ 

      ② 身コ障害者手帳１ヷ２級又は療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を持って 

いる、外出が困難なぴ 

（３）手続きの概要 

※申請後、カヸドが届くまでに１～２か月かかります。 

【問合せ】   出張申請の申し込みやそのもマイナンバヸカヸドに醫わるざ約ご相談は 

マイナンバヸカヸドコヸルセンタヸ（TEL 0120−000-396）まで。 
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